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桂川町農業委員会 第１１回 総会 

 

１ 開催日時  平成３０年３月５日（月） 午後２時～午後３時４５分 

 

２ 開催場所  桂川町役場 ３０１会議室 

 

３ 出席委員  １０名 

 

正議長 藤春 郁夫 ５ 山 邊 俊 明 最適化推進委員 

副議長 原中 輝司   11 中嶋團次 

１ 都 田 光 義   12 平塚重義 

２ 竹 本 貞 男 ８ 林 英 明 13 久保正澄 

３ 神 﨑 宏 昭 ９ 高 嶋 征 敏 14 大塚清文 

４ 金 田 義 幸 10 原 中  壽   

 

４ 欠席委員   ２名 

   ６番 古野隆雄 

   ７番 野村邦博 

      

５ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

(1) 議 案 第２３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

(2) 議 案 第２４号 桂川町農用地利用集積計画の決定について 

(3) 報告事項 第 ３ 号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

(4) そ の 他 

 

６ 農業委員会事務局職員 

  事務局長  山 本  博 

  係 長  藤木  秀臣 

  書 記  堀之内 友寛 
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７ 会議の概要 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

只今より平成２９年度第１１回桂川町農業委員会総会を開催させていた

だきます。姿勢を正してください、礼。御着席ください。 

以降、議事進行に関しましては農業委員会会議規則によりまして、会長

に執り行っていただきます。よろしくお願いします。 

 

（会長あいさつ） 

 

ただいまより平成２９年度第１１回桂川町農業委員会総会を開催いたし

ます。本日の出席委員は１２名中１０名出席で定足数に達しておりますの

で総会は成立しております。尚、６番古野隆雄委員、７番野村邦博委員よ

り欠席の旨、通告がありましたのでご報告いたします。 

それでは議事録署名委員及び会議書記を、議長から指名させていただく

事にご異議ありませんか。 

  

会 場 （異議なしの声） 

  

議  長 

 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

それでは５番山邊俊明委員、８番林英明委員にお願いいたします。なお、

会議書記には農業委員会事務局の堀之内氏を指名いたします。 

それでは議案第２３号農地法第４条の規定による許可申請について議案

に供します。地区担当の中嶋推進委員より説明をお願いします。 

 

ご報告いたします。今回の申請につきましては、３月２日に農業委員会

事務局の藤木係長及び堀之内書記の立会のもと確認いたしました。申請者

の大塚武文さんが歯科診療所・共同住宅として利用するとのことで農地の

転用許可申請が提出されています。事前に地元の水利関係者との協議も行

われ同意も取られておりますので特に問題ないかと判断いたします。皆さ

んのご審議をよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。続きまして、事務局より説明をお願します。 

 

【議案書に基づき説明】 

 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。質問、ご意見等は

ございますか。 
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林 委 員 

 

事 務 局 

 

林 委 員 

 

事 務 局 

 

竹本委員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

全 委 員 

 

議  長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

これは歯医者を向こうからこちらに移されるということですか。 

 

そういうことです。 

 

完成はいつですか。 

 

完成は、平成３１年の３月末ということになっております。 

 

これは一階が歯科で２階が共同住宅で。ユーミーマンションが建つわけ

ですか。駐車場もたくさんありますよね。 

 

４件の４階だから１６件ですね。 

 

他に質問、ご意見等はございませんか。 

よろしいでしょうか。 

それでは採決いたします。 

議案第２３号農地法第４条の規定による許可申請についての決定につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

ありがとうございました。全員賛成ですので議案第２３号は原案のとお

り決定しました。 

 

 

続きまして、議案第２４号桂川町農用地利用集積計画の決定について議

案に供します。関連がありますので、報告事項第３の合意解約と合わせて

事務局より説明をお願いします。 

 

【議案書に基づき説明】 

 

今月の農業経営基盤強化促進法第18条第1項に規定する案件 

平成３０年３月６日から平成３３年３月５日 ３年 賃貸借権 

通年 田 水稲 ３４，１５７㎡ ２５筆 貸手５ 借手４ 

平成３０年３月６日から平成３５年３月５日 ５年 賃貸借権 

通年 田 水稲 １５，３８９㎡ １２筆 貸手３ 借手３ 

平成３０年３月６日から平成３５年３月５日 １０年 賃貸借権 

通年 田 水稲 １２，４５８㎡ ５筆 貸手１ 借手１ 
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議  長 

 

 

 

 

 

全 委 員 

 

議  長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

ありがとうございました。これより議案第２４号、桂川町農用地利用計

画の決定についての質疑に入ります。質問、ご意見等はございますか。 

 質問がなければ採決いたします。議案第２４号桂川町農用地利用集積計

画の決定について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手をお願い

します。 

 

（挙手） 

 

ありがとうございました。全員賛成ですので議案第２４号は原案のとお

り決定しました。審議はこれで終わりですので、その他事項について事務

局より説明をお願いします。 

 

その他事項 

・収入保険制度の概要について 

・新規就農者の農地権利移動について 

・農地中間管理機構関連県営整備事業について 

・平成３０年度 農業委員会活動計画について 

・農業委員会活動記録簿の提出について 

 

次回の農業委員会は４月１０日火曜日に行います。以上をもちまして

桂川町農業委員会第１１回総会を閉会します。 

 

 以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証明するため署名す

る。 

 

議  長                     

 

 

議事録署名人                   

 

 

議事録署名人                   
 

  

 


